
1 

大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理

基準（改正案） 
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Ⅰ 大気汚染状況の常時監視の目的 

都道府県等において継続的に大気汚染に係る測定を実施することにより、地域におけ

る大気汚染状況、発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を

行うとともに、全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって国民の健康

の保護及び生活環境の保全のための大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的とす

る。 

 

Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視 

 

１．測定対象 

主として、窒素酸化物、粒子状物質その他の大気汚染防止法に基づく規制がなされて

いる物質に関して大気汚染状況を把握するため、環境基準が設定されている以下に掲げ

る物質について測定を実施する。 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

光化学オキシダント 

二酸化窒素 

また、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについての大気汚染状況を適切に評価

するため、その生成の原因となる非メタン炭化水素についても測定を実施する。 

ただし、これらの物質の一部のみを測定項目として選定する測定局にあっては、当該

測定局周辺における発生源からの排出の状況、各物質の環境濃度の状況その他の当該測

定局及び当該地域に係る実状を踏まえ、各物質の測定の必要性及び優先度合いを十分考

慮し、測定項目を選定するものとする。 

さらに、上記に掲げる物質についての大気汚染状況を適切に評価するため、一酸化窒

素並びに風向及び風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

上記１．の測定対象に係る大気汚染状況を常時監視するための測定設備が設置されて

いる施設を測定局という。都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における測定

項目ごとの望ましい測定局数の水準を決定するものとする。望ましい測定局数の水準は、

以下のアに規定する全国的視点から必要な測定局数に、以下のイに規定する地域的視点

から必要な測定局数を加えて算定する。 

 

注）望ましい測定局数の水準は、大気汚染による人の健康の保護及び生活環境の保全
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の見地から定めるものであることから、車道局など、人が通常生活していない地域

又は場所に配置され、環境基準の達成状況の判断に使用されない測定局の数は含ま

ないものとする。また、地域全体の大気汚染状況を把握するための数を示すもので

あることから、以下のような特殊な目的を有する測定局の数も含まないものとする。 

・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

 

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① 人口及び可住地面積による算定 

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」という。）は、

人の健康の保護の見地から設定されたものである。したがって、大気汚染物質の人

への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面積から林野面積及び湖

沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された都道府県ごとの測定局数のうち、数

の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定局数とする。 

(a) 人口 75,000人当たり１つの測定局を設置する。 

(b) 可住地面積 25 km2当たり１つの測定局を設置する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整を行うこともできることと

する。 

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整 

都道府県の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目ごとに環境基準

等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を以下のように区分し、「高」

に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数を、「中」に該当

する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/2 の数を、

「低」に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/3

の数を測定項目ごとの測定局数とする。 

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、７割以下。 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度レベルに対応した測定局数

の調整を行うこともできることとする。 

注）調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合は、測定デー

タの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することと

する。 

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整 

(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素 
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①及び②で算定された数を測定局数とする。 

ただし、自動車 NOx･PM 法により定めた対策地域を含む都道府県にあっては、

浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算定された数の概ね 4/3 の数を測

定局数とする。 

また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県にあっては、

光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の概ね 2/3 の数を測定局数とす

る。 

(b) 一酸化炭素 

移動発生源による汚染が中心であることに加えて、大気環境中の濃度が環境基

準値より大幅に低減している状況から、①及び②で算定された数の概ね 1/4 の数

を測定局数とする。 

(c) 非メタン炭化水素 

間接的な汚染物質であることから、①及び②で算定された数の概ね 1/2 の数を

測定局数とする。 

(a)、(b)、(c)で調整を行った結果、測定局数が「１」を下回る数値となった場合は

「１」とする。 

 

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定 

① 自然的状況の勘案 

以下のような地形的な状況や気象的な状況等の地域固有の自然的状況を勘案し、

これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 地形的な状況 

山地等により他の地域と分断されている地域、谷筋又は河川・湖沼等の近傍で

気流が複雑な地域、海岸部で風速が大きい地域等にあっては、他の地域の大気環

境と一体性がなく、一方の都市での測定結果で他方の都市の大気の状況を代表さ

せるのは適当ではない。 

(b) 気象的な状況 

気温、風向、風速、日射量、季節変化等により大気環境に影響を与える。 

② 社会的状況の勘案 

以下のような大気汚染発生源への対応、住民のニーズへの対応、規制や計画の履

行状況の確認、今後の開発の予定、各種調査研究への活用等の常時監視の社会的有

用性を勘案し、これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 大気汚染発生源への対応 

固定発生源に関しては、工場等の分布、規模及び排出口の高さ等の状況並びに

近傍の風向が大気環境に影響を与える。特に、工場が密集している地域等におい

ては、事故等の異常発生時に迅速に対処する必要があることに留意する。また、
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常時監視の対象物質の測定値から、当該対象物質以外の大気汚染物質の排出動向

についても推測ができ、大気汚染物質全般の監視の役割をも果たしている場合が

ある。 

移動発生源に関しては、道路の配置又は変更予定とともに、道路の構造、車種

別交通量、走向速度、沿道状況等が大気環境に影響を与える。 

また、中・高層ビルの密集している都市部においては、気流やビルの排熱等が

大気環境に影響を与える。 

(b) 当該都道府県以外からの越境汚染による影響への対応 

当該都道府県以外からの越境汚染等が季節や気象条件により当該都道府県又は

地域に与える影響を考慮して、測定局を配置する。 

(c) 住民のニーズへの対応 

測定局の配置について、地域住民との約束や要望等の社会的要請が存在する場

合は、十分な合意を得る必要がある。 

(d) 規制や計画の履行状況の確認 

常時監視は、工場等が自ら行う環境監視体制を補完し、行政が規制の遵守状況

を最終的に確認する手段としての役割をも担っている。また、公害防止計画、港

湾計画等各種計画において、当該計画の進捗状況を確認する手段として常時監視

が積極的に位置づけられている場合がある。 

(e) 今後の開発の予定 

大規模な開発が予定される場合、事前に大気環境の測定を行う必要がある。 

(f) 各種調査研究への活用 

これまで蓄積してきた測定局のデータは、測定局周辺の健康影響調査における

平均曝露量等、研究や科学的データの基礎資料としても活用され、重要な役割を

担っている。特に、環境影響評価調査において、測定局のデータが活用できる場

合、過去からの傾向が明らかなことから、予測評価の精度向上が図られる等、調

査の効率化や質的向上に貢献している。 

③ これまでの経緯の勘案 

設置されてから相当の期間を経過し、継続して測定をしてきた測定局については、

大気環境の経年変化を知る上で重要な意義を有している。また、測定局の有用性に

ついて地域住民から高い評価を得ており、測定局が地域では所与のものとして受け

止められている場合も多い。このように、既存の測定局については、これまでの経

緯を十分に勘案し、必要に応じて、望ましい測定局数の水準に加算することにより、

存続を図ることとする。 

 

（２）測定局の配置 

（１）の規定により算定された測定局数は、都道府県ごとの望ましい測定局の総数を
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示したものであり、具体的に測定局をどの地点に配置するかについては、測定局数を算

定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に決定

する。測定局は以下の２つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、以下に

記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

① 一般環境大気測定局 

大気汚染状況を常時監視するための測定局であって、以下②による自動車排出ガ

ス測定局以外のものを一般環境大気測定局という。一般大気環境測定局は、一定地

域における大気汚染状況の継続的把握、発生源からの排出による汚染への寄与及び

高濃度地域の特定、汚染防止対策の効果の把握といった、常時監視の目的が効率的

に達せられるよう配置する。 

② 自動車排出ガス測定局 

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道

路端付近において大気汚染状況を常時監視するための測定局を自動車排出ガス測定

局という。自動車排出ガス測定局は、自動車排出ガスによる大気汚染状況が効率的

に監視できるよう、道路、交通量等の状況を勘案して配置する。 

配置が決定された測定局については、経年変化が把握できるよう、原則として同一地

点で継続して監視を実施するものとする。 

 

（３）測定局の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等により（１）アに規定する全国的視点から必要な測定

局数の算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況

の変化により（１）イに規定する地域的視点から必要な測定局数の算定基礎データが変

化した場合には、適宜、測定局の数及び配置について再検討を行い、必要に応じて見直

しを行うこととする。 

 

３．測定頻度 

原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、その具体的な高さは、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オ

キシダント及び一酸化炭素については、地上１．５ｍ以上１０ｍ以下、浮遊粒子状物

質については地上からの土砂の巻き上げ等による影響を排除するため、地上３ｍ以上

１０ｍ以下とする。 
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（３）高層集合住宅等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある場

合であって、基本的考え方を踏まえて当該実態について十分検討した結果、（２）に

よることが適当ではないと考えられるときは、適宜その実態に応じ適切な高さを設定

する。 

 

（４）用地の確保が困難な場合等やむを得ない事由により（２）及び（３）のいずれにも

よることができない場合又はそれによることが適当ではないと考えられる場合は、次

の要件を満たす採取口を設定するよう努めるものとする。 

ア 採取口の高さが３０ｍを超えていないこと。かつ、 

イ 近隣の地点において（２）における採取口高さにより、連続して１月間以上並行

して測定を行った場合の測定結果と比較して、１時間値の日平均値の平均の差が大

気環境基準の下限値の 1/10 を超えていないこと。なお、四季の変化による影響を

把握するため、この並行して行う測定は四季に併せて１年に４回以上行うこと。 

 

５．測定方法 

測定方法、測定機器の仕様及び構成については、「環境大気常時監視マニュアル」（平

成２２年３月３１日環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）によるこ

ととする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

ア 測定局が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定による工業専用地域

（旧都市計画法（大正８年法律第３６号）による工業専用地域を含む。）、港湾法

（昭和２５年法律第２１８号）の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立

地、原野、火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置

されている場合の当該測定局における測定値 

イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

ウ １日平均値に係る１時間値の欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合

における当該１日平均値 

 

（２）常時監視結果の評価 

常時監視の結果は、環境基準により測定局ごとに短期的評価・長期的評価を行うこと

とし、以下による。 

ア 短期的評価 
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大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合は、環境基準が１時

間値又は１時間値の１日平均値についての条件として定められているので、定めら

れた方法により連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時

間についてその評価を行う。 

イ 長期的評価 

大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を

長期的に観察したうえで評価を行う場合は、測定時間、日における特殊事情が直接

反映されること等から、次の方法により長期的評価を行う。 

① 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲にあるもの

（３６５日分の測定値がある場合は７日分の測定値）を除外して評価を行う。た

だし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、１日平均値につき環境基準を超える

日が２日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。 

② 二酸化窒素 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、低い方から９８％に相当するもの

（１日平均値の年間９８％値）で評価を行う。 

 

７．精度管理及び保守管理 

精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅲ 微小粒子状物質に係る常時監視 

 

１．測定対象 

   平成２１年９月に環境基準が設定された微小粒子状物質、いわゆる PM2.5について測定

を実施する。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

  Ⅱの２．（１）の例による。 

 

（２）測定局の配置 

    Ⅱの２．（２）の例による。また、測定機の設置場所については、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質等の他の項目との比較が必要になることから、原則として、既存の測定局に

設置することとするが、５．の試料採取口の設置条件を勘案し、設置場所を検討するも

のとする。 

 

（３）段階的整備 

（１）の規定により算定された測定局については、平成 22年度から３年を目途に整備

を図るものとする。 

 

３．測定頻度 

   原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

   試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、微小粒子状物質におけるその具体的な高さは、Ⅱの４．

（２）～（４）の浮遊粒子状物質の例による。  

 

５．試料採取口の設置条件 

吸着等による微小粒子状物質の損失を防ぐため、試料大気導入口と粒子捕集部は鉛直

管で連結させ、試料大気導入口から粒子捕集部までの長さは５ｍ以下、分粒装置出口か

ら粒子捕集部までの長さは１．５ｍ以下とする。測定局舎屋内にサンプラを設置する場

合には、試料導入管は局舎の天井を貫通させて取り付けることとする。 

 また、試料採取口の周囲は十分に開けている必要があり、周辺に他の試料採取口や採
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取装置その他設置物等がある場合は、それらの影響を避けるために、それら設置物等よ

り１ｍ以上離すことが望ましい。 

 

６．測定方法 

   標準測定法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認めら

れる自動測定機を用いることとする。その他、測定方法、測定機器の仕様及び構成につ

いては、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日環水大大発第

100331002号、環水大自発第 100331003号）によることとする。 

 

７．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

   ア 測定局が、都市計画法の規定による工業専用地域（旧都市計画法による工業専用

地域を含む。）、港湾法の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立地、原野、

火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置されている

場合の当該測定局における測定値 

   イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

   ウ １日平均値に係る欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合における当

該１日平均値。また、１年平均値の計算においては、有効測定日が 250 日に満たな

いもの 

 

（２）常時監視結果の評価 

   微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃

度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価

を行うものとする。 

長期基準に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準（１年平均値）と比較す

る。 

短期基準に関する評価は、測定結果の１日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を

代表値として選択して、これを短期基準（１日平均値）と比較する。 

なお、評価は測定局ごとに行うこととし、環境基準達成・非達成の評価については、

長期基準に関する評価と短期基準に関する評価を各々行った上で、両方を満足した局に

ついて、環境基準が達成されたと判断する。 

 

８．成分分析 

（１）目的 

   微小粒子状物質の健康影響調査に資する知見の充実を図るとともに、その原因物質の
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排出状況の把握及び排出インベントリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明等、

科学的知見の集積を踏まえたより効果的な対策の検討を行うため、質量濃度の測定に加

え、成分分析を行う。 

 

（２）実施体制 

   成分分析については、全国で体系的に進める必要があることから、別途定める国と都

道府県等との役割分担、分析地点（数）の選定方法、調査時期及び調査方法等を明確化

するためのガイドラインに基づき、順次、実施していくものとする。 

 

９．精度管理及び保守管理 

   精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

10．結果の報告 

   法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅳ 有害大気汚染物質等に係る常時監視 

 

１．測定対象 

有害大気汚染物質のなかの優先取組物質（当該物質の有害性の程度や我が国の大気環

境の状況等にかんがみ健康リスクがある程度高いと考えられる物質で、別添に掲げるも

のをいう。）のうち既に測定方法の確立している物質（ダイオキシン類を除く。）で以下

に掲げるもの、並びに水銀及びその化合物について、測定を実施する。 

 

アクリロニトリル 

アセトアルデヒド 

塩化ビニルモノマー 

塩化メチル 

クロム及び三価クロム化合物 

六価クロム化合物 

クロロホルム 

酸化エチレン 

１，２－ジクロロエタン 

ジクロロメタン 

テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

トルエン 

ニッケル化合物 

ヒ素及びその化合物 

１，３－ブタジエン 

ベリリウム及びその化合物 

ベンゼン 

ベンゾ［ａ］ピレン 

ホルムアルデヒド 

マンガン及びその化合物 

 

以上に掲げる物質のうち、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、ニッケ

ル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化

合物については、原則として粒子状の物質に限る。水銀及びその化合物については、原

則としてガス状のものに限る。 

ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びそ

の化合物並びに水銀及びその化合物については、個別の物質によって健康リスクが異な
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ると思われるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定を実施することが困難で

あるため、それぞれの金属及びその化合物ごとに、当該金属化合物の全量又は当該金属

及びその化合物の全量（金属換算値）を測定するものとする。クロム及び三価クロム化

合物並びに六価クロム化合物については、現時点では測定が困難であるため、当面、ク

ロム及びその化合物の全量（クロム換算値）を測定するものとする。 

個々の測定地点における測定物質については、２．（１）に規定する全国標準監視地

点においては、原則として測定可能な全ての優先取組物質を測定することとし、２．

（１）に規定する地域特設監視地点については、２．（３）②イ及び③イによる。 

また、風向、風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定地点の数及び選定 

（１）測定地点区分 

① 全国標準監視地点 

    全国標準監視地点とは、全国的な視点を踏まえ、１．で示した全ての優先取組物

質の大気環境の全般的な状況とその経年変化の把握を目的に選定される測定地点を

いう。 

② 地域特設監視地点 

    地域特設監視地点とは、全国標準監視地点以外の測定地点であって、地域的な視

点を踏まえ、発生源の状況を勘案し、それらの人の健康への影響が懸念される場所

の監視等、地域の実情に応じた目的で選定される測定地点をいう。 

 

（２）測定地点数 

都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における望ましい測定地点数の水準を

決定するものとする。望ましい測定地点数の水準は、全国標準監視地点と地域特設監視

地点のそれぞれについて、以下のとおり算定する。 

① 全国標準監視地点の測定地点数の算定 

ア 人口及び可住地面積による測定地点数の算定 

有害大気汚染物質並びに水銀及びその化合物（以下「有害大気汚染物質等」と

いう。）による大気汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実

の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすること

を旨として、実施されなければならない。この理念に基づき、有害大気汚染物質

等の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面積から林野面

積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された都道府県ごとの測定地点

数のうち、数の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定地点数とする。 

（a）人口 75,000人当たり１つの測定地点を選定する。 

（b）可住地面積 25km2当たり１つの測定地点を選定する。 
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なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地

域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定地点数の調整を行うこともできる

こととする。 

イ 環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整 

環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整として、Ⅱの２．（１）のア②に

規定する環境濃度レベル「中」を想定し、アで算定された数の概ね 1/2 の数を測

定地点数とする。 

注）調整の結果により、測定地点の移動、統廃合又は廃止を行う場合は、測定デー

タの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することとす

る。 

ウ 測定項目の特性に対応した測定地点数の調整 

イで算定された数の概ね 1/3の数を測定地点数とする。 

② 地域特設監視地点の測定地点数の算定 

Ⅱの２．（１）のイの例による。ただし、地域の実情に応じ、環境基準等を超え

る可能性のある地域や幹線道路区間及びそれに準ずる道路区間については、測定地

点を移動する又は測定地点を新たに選定する等の対応により、優先的に監視を行う

ことが望ましい。 

 

（３）測定地点の選定 

（２）の規定により算定された測定地点数は、都道府県ごとの望ましい測定地点の総

数を示したものであり、具体的に測定地点をどこに選定するかについては、測定地点数

を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に

決定する。測定地点は、測定項目ごとに以下の３つの種類に区分されるが、それぞれの

配置についても、以下に記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することと

する。 

① 一般環境 

一般環境における測定地点は、固定発生源又は移動発生源からの有害大気汚染物

質等の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点について、地域における有

害大気汚染物質等による大気汚染の状況の把握が効果的になされるよう選定するも

のとする。また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視

を実施するものとする。 

② 固定発生源周辺 

ア 測定地点の選定 

固定発生源周辺における測定地点については、固定発生源における有害大気汚

染物質等の製造、使用及び排出の状況、気象条件及び地理的条件を勘案して、排

出が予想される物質の濃度が、固定発生源における他の地点と比較して相対的に
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高くなると考えられる地点を優先的に選定するよう努めるものとする。 

なお、排出の状況については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律に基づく PRTR 届出データ及びそれに準ずる情報を

踏まえ把握することを基本とする。 

また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。しかし、それぞれの固定発生源によって、有害大気汚染物質等

の製造・使用状況等が異なることが考えられるため、ある地点における測定結果

から他の地点における大気汚染の状況を推測することは難しい。このため、より

多くの地点においてきめ細かく有害大気汚染物質等の汚染状況を監視する必要性

等の観点から、年度ごとに測定地点を変えて監視を実施することは差し支えない。 

イ 測定項目 

固定発生源周辺においては、地域の固定発生源で製造・使用され、排出される

と考えられる物質について測定を実施するものとする。 

③ 沿道 

ア 測定地点の選定 

沿道における測定地点については、交差点、道路及び道路端付近において、自

動車から排出される有害大気汚染物質等による大気汚染状況が効率的に監視でき

るよう、車種別交通量、走行速度、気象条件及び地理的条件を勘案し、自動車か

らの排出が予想される有害大気汚染物質等の濃度が、沿道における他の地点と比

較して相対的に高くなると考えられる地点を優先的に選定するよう努めるものと

する。 

また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。 

イ 測定項目 

沿道においては、自動車からの排出が予想されるアセトアルデヒド、トルエン、

１，３－ブタジエン、ベンゼン、ベンゾ［ａ］ピレン、ホルムアルデヒド等につ

いて監視を実施するものとする。 

 

（４）測定地点の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等により２．①に規定する全国標準監視地点の地点数の

算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況の変化

等により２．②に規定する地域特設監視地点の地点数の算定基礎データが変化した場合

には、適宜、測定地点の数及び配置について再検討を行い、必要に応じて見直しを行う

こととする。 

 

（５）既存の測定局の活用 
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これまでに設置された一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を有害大気汚染

物質の測定地点として活用することは、サンプリングを確実に実行し、また効率的に常

時監視体制を整備する上でも有効である。このため、上記（３）に基づき、選定すべき

測定地点として適正であるか判断の上、既存の測定局の中から測定地点を選択すること

は差し支えない。 

 

３．測定頻度等 

長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質等の常時監視において

は、原則として年平均濃度を求めるものとする。 

有害大気汚染物質等の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季

節変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、これらの変動が適

切に平均化されるよう、原則として月１回以上の頻度で測定を実施するものとする。そ

の際、連続２４時間のサンプリングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さら

に、サンプリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化することが望

ましい。 

サンプリング方法及び対象物質によっては、連続２４時間のサンプリングによると破

過する場合があるが、この場合はサンプリングを数回に分けて連続して行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

サンプリングにおける試料採取口の地上高さは、粒子状でない物質については、原則

として、通常人が生活しうる高さである地上１．５ｍから１０ｍにおいて行うものとす

る。粒子状の物質については、地上からの土砂の巻上げ等による影響を排除するため、

原則として、地上３ｍから１０ｍの高さにおいて行うものとする。なお、高層集合住宅

等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある地域においては、そ

の実態を勘案し、試料採取口の高さを適切に設定するものとする。 

 

５．測定方法 

測定方法については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成９年２月１２日

環大規第２７号、令和５年５月１９日平成２３年４月１日最終改正）によるものとする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

Ⅱの６．（１）ア及びイの例による。 

 

（２）年平均値の算出 

測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用
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いるものとし、環境基準値が設定されている物質については基準値との比較によってそ

の評価を行うものとする。測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の 1/2 として

年平均値の算出に用いるものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合又

は欠測が多く測定値の得られた季節が偏っている場合等は、結果の評価に際し留意する

必要がある。 

 

（３）異常値の取扱い 

これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が

得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その

測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、

機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリン

グ時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の

情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとす

る。 

なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定

を行うことが望ましい。 

 

７．精度管理及び保守管理 

有害大気汚染物質等の測定は、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析といっ

たバッチ処理によって行われることが通常であり、有効な測定を行うため、それぞれの

作業及び機器の管理等を適切に実施するものとする。また、作業に係る情報等を記録し、

測定が終了した後に精度管理が十分にされているかを記録によって確認できるようにす

るものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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別添 優先取組物質 

 

１．アクリロニトリル 

２．アセトアルデヒド 

３．塩化ビニルモノマー（別名：クロロエチレン又は塩化ビニル） 

４．塩化メチル（別名：クロロメタン） 

５．クロム及び三価クロム化合物 

６．六価クロム化合物 

７．クロロホルム 

８．酸化エチレン（別名：エチレンオキシド） 

９．１，２－ジクロロエタン 

10．ジクロロメタン（別名：塩化メチレン） 

11．ダイオキシン類 

12．テトラクロロエチレン 

13．トリクロロエチレン 

14．トルエン 

15．ニッケル化合物 

16．ヒ素及びその化合物 

17．１，３－ブタジエン 

18．ベリリウム及びその化合物 

19．ベンゼン 

20．ベンゾ［ａ］ピレン 

21．ホルムアルデヒド 

22．マンガン及びその化合物 
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附則（平成１７年６月２９日） 

「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の

処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本

通知により改める。 

 

附則（平成１９年３月２９日） 

平成１７年６月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７

７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成２２年３月３１日） 

１．平成１９年３月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．Ⅲの２．（１）の算定方法については、蓄積された観測値により把握される濃度の地

域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後３年を目途に見直しを行

うこととする。 

 

附則（平成２３年７月１日） 

１．平成２２年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

２．本通知は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２５年８月３０日） 

１．平成２３年７月１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１

７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．本通知は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、本通知の適用により、測定地

点数や各測定地点の測定項目数が大幅に変動する場合にあっては、平成２６年度から３

年を目途に測定地点や測定項目の見直しを行うことで良い。 

 

附則（平成２８年９月２６日） 

 本通知は、平成３０年４月１日（水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる
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日が平成３０年４月１日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる

日）から適用する。 

 

附則（令和４年３月３１日） 

１．平成２８年９月２６日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（令和５年●月●日） 

１．令和４年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１

７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．本通知は、令和６年４月１日から適用する。ただし、クロム及び三価クロム化合物並

びに六価クロム化合物については、当分の間、クロム及びその化合物の全量（クロム換

算値）の測定をもって代えることができる。 

 

 


